
郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱 

 

                            平成26年４月１日施行 

                            平成27年３月25日一部改正 

                            平成28年３月25日一部改正 

平成30年３月27日一部改正 

平成30年12月29日一部改正 

平成31年３月13日一部改正 

令和元年12月25日一部改正 

令和３年９月30日一部改正 

令和５年４月１日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

 

【保健福祉部地域包括ケア推進課】 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、在宅かつひとり暮らしの高齢者等に、緊急時に通報できる機器や安否確認

のためのセンサー等（以下「緊急通報システム」という。） 又は点灯及び消灯を検知しその結果

を通信する機器が内蔵されている電球等（以下「見守りシステム」という。） を貸与することに

より、緊急時等における対応を図るとともに、日常生活上の安全の確保及び精神的な不安を解

消し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 利用者 第７条第３項の規定により、緊急通報システム又は見守りシステム（以下「シス

テム」という。） 利用の決定を受けた者 

(2) 緊急通報システム事業 利用者の住宅に緊急通報システムを設置し、利用者が急病、災害

等により緊急に救助を必要とする場合において、利用者からの緊急の救助等に関する通報が

緊急通報システムを介して当該通報を受信する場所（以下 ｢ 緊急通報受信センター ｣ という

。） に送信され、緊急通報受信センターから緊急連絡先又は消防署等の関係機関に通報される

ことにより、速やかな救助活動等を行うことを可能とする事業をいう。 

(3) 見守りシステム事業 利用者の住宅に見守りシステムを設置し、見守りシステムが異常を

検知した場合は親族等に連絡し、必要に応じて利用者宅を訪問して安否確認を行う事業をい

う。 

(4) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成された世帯をいう。 

 （対象者） 

第３条 緊急通報システム事業（以下「通報事業」という。） 及び見守りシステム事業（以下「見

守り事業」という。） の対象者は、市内に住所を有し、同一敷地内又はその隣接地に二親等内の

親族がいない次に掲げる者とする。 

(1) 65歳以上の単身世帯で、心身に支障がある者 



(2) 高齢者世帯のうち、そのいずれかが要介護認定又は要支援認定を受けた世帯の者 

(3) その他日常生活上の安全の確保等を図るため市長が特に必要と認める者 

（緊急通報受信センターの業務） 

第４条 通報事業において、緊急通報受信センターは、次の業務を行うものとする。 

(1) 利用者に係る様態の確認 

(2) 次条に規定する緊急通報協力員又は親族等に対する利用者の様態確認のための出向の要請 

(3) 消防署その他の関係機関への高齢者救援の要請 

(4) その他事業の実施に必要な業務 

（緊急通報協力員） 

第５条 通報事業を利用しようとする者は、当該事業を利用しようとする者１人に対し、原則と

して２人以上、近隣の住民又は地区の民生委員等当該事業に協力する緊急通報協力員（以下

「協力員」という。） を指定し、利用の申請の際に市長に届け出なければならない。 

２ 協力員は、次の活動を行うものとする。 

(1) 緊急通報受信センターからの出向の要請に基づいた利用者の様態の確認及び市長への報告 

(2) 利用者の救援活動及び関係機関への連絡 

(3) その他事業の目的を達成するために必要な活動 

 （事業の委託） 

第６条 市長は、通報事業及び見守り事業の円滑な実施を図るため必要に応じ、これら事業の全

部又は一部を適当な事業者に委託することができる。 

（利用の申請及び決定） 

第７条 通報事業及び見守り事業を利用しようとする者は、当該事業の利用を開始する前に郡山

市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業利用申請書（第１号様式）及び調査書（第１号

様式の２）を市長に提出しなければならない。 

２ 利用者家族、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他利用者以外の者が前項

の申請を代行する時は、申請の際に続柄を記載しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書及び調査書の提出があったときは、速やかにその必要性

を検討した上で、システム貸与の可否を決定し、郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システ

ム設置決定（却下）通知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

４ 市長は、前項の規定により通報事業に係る利用申請に対し緊急通報システムの利用及び設置

を決定したときは、郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム協力員について（通知）

（第２号様式の２）により協力員に通知するものとする。 

５ 市長は、第３項の規定によりシステムの利用及び設置を決定したときは、郡山市ひとり暮ら

し高齢者等緊急通報システム事業緊急通報装置設置依頼書（第３号様式）により設置者にシス

テムの設置を依頼する。 

６ 通報事業及び見守り事業の利用にあたっては、いずれかを選択して申請するものとし、これ

ら事業は、一の世帯で同一期間における併用は行えないものとする。 

（台帳の整備） 

第８条 市長は、システムの利用及び設置を決定したときは、郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急

通報システム等利用者台帳を整備するものとする。 

（システムの貸与等） 



第９条 市長は、利用者に対し、システムを無償で貸与する。 

２ システム貸与の期間は、システム利用及び設置の決定を受けた日からその日の属する会計年

度の末日までとする。ただし、市長は、当該会計年度の末日までにシステム利用及び設置決定

の取消しを行わないときは、当該会計年度の末日の翌日から起算して１年間は、引続きシステ

ムの利用を継続することができ、当該１年間が経過した後においても、また同様とする。 

（システムの管理） 

第10条 利用者は、貸与されたシステムを善良な管理者としての注意義務をもって管理し、譲

渡 ､ 転貸又は担保に供してはならない。 

（変更の届出） 

第11条 利用者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは速やかに、郡山市ひとり暮らし高齢者

等緊急通報システム事業申請事項変更届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1) 住所 

(2) 氏名 

(3) 電話番号 

(4) 世帯状況 

(5) 緊急通報協力員 

(6) 緊急連絡先（親族等） 

(7) その他市長が必要と認める事項 

（利用の取消し及びシステムの返還） 

第12条 利用者は、システムを利用しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なけれ

ばならない。 

２ 市長は、利用者が次のいずれかに該当し、又は該当すると認めたときは、郡山市ひとり暮ら

し高齢者等緊急通報システム事業利用取消通知書（第５号様式）により、利用者に利用決定の

取消しを通知するとともに、通報事業の利用者の場合は、郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通

報システム事業利用取消通知書（第５号様式の２）により協力員に通知するものとする。 

(1) 第３条に規定する対象者に該当しなくなったとき。 

(2) この要綱に定める規定に違反したとき。 

(3) その他システム貸与を取り消すべき理由が生じたとき。 

３ 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急

通報システム事業緊急通報装置撤去依頼書（第６号様式）により、事業者等に当該システムの

撤去を依頼するものとする。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前にこの要綱による改正前の郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システ

ム事業実施要綱（以下 ｢ 改正前の要綱 ｣ という。）の規定に基づきなされた手続、処分その他の



行為は、この要綱の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の要綱第９条の規定に基づき貸与している福祉電話について 

  は、改正後の郡山市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定にかかわら 

  ず、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成31年１月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市ひとり暮らし高齢者等緊 

急通報システム事業実施要綱（以下、「旧要綱」という 。） による様式は、この要綱による改

正後の様式によるものとみなす ｡  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市ひとり暮らし高齢者等緊 

急通報システム事業実施要綱（以下、「旧要綱」という 。） による様式は、この要綱による改

正後の様式によるものとみなす ｡  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１月14日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後

の様式によるものとする。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年10月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後

の様式によるものとする。 



３ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後

の様式によるものとする。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 



  



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


